
 

 

医療機器関連産業成長牽引モデル企業 

創出事業費補助金のご案内 

 

【補助対象事業募集要項】 

 

応 募 期 間 

    令和８年４月２８日（火）～ 予算が無くなり次第終了 

 

 

お問い合わせ・申請書類提出先 

山梨県産業政策部 成長産業推進課 新分野進出担当 

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1   TEL：055-223-1565 



Ⅰ．補助金制度の概要 
１．補助金制度の目的 

県内企業の付加価値の高い医療機器受託製造や医療機器関連産業の米国展開を支援することによ

り、本県を牽引する企業を創出するとともに、メディカル・デバイス・コリドー構想の実現を加速化

させることを目的とします。 

 

２．補助対象事業の内容 

事業名 内容 

フ
䣴
ウ
ン
ド
リ
䤀
モ
デ
ル
創
出
事
業 

補助の 

内 容 

国内外の医療機器メーカー等からの受託機会を獲得するため、医療機器関連分

野における国内大規模展示会への出展に対する補助 

補助の 

対 象 

次の要件を全て満たすこと。 

① 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を備えていること。 

② 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力及び管理能力を有すること。 

③ 法令等若しくは公序良俗に反していない又は反する恐れがないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に係る更生手続きの申し立てや

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に係る再生手続き開始の申し立

てがなされていないこと。 

⑤ 山梨県内に本店、製造拠点若しくは研究開発拠点を有する企業であって、

医療機器関連の事業を行っていること。 

⑥ 次のいずれかの医療機器関連の許可等を受けている企業であること。 

1 薬機法第２３条の２の規定に基づく厚生労働大臣の許可を受けてい 

る企業 

2 薬機法第２３条の２の３の規定に基づく厚生労働大臣の登録を受け 

ている企業 

  3 薬機法第３９条の規定に基づく知事の許可を受けている企業 

    4 ＩＳＯ１３４８５の認証を受けている企業 

    5 その他これに類するものとして知事が認める許可等を受けている企業 

補助対象

経 費 

① 出展費、小間（ブース）代 

② 小間装飾費、工事費 

③ 展示用モデル機作成費 

④ 広報資材費 

⑤ 輸送費 

⑥ その他経費（知事が特に必要と認める経費） 

補 助 

上限額 
１００万円 

補助率 補助対象経費の１／２以内 

備 考 

① 補助回数の上限は１年度につき１回、最大３回を上限とします。 

② 補助事業終了後も自社の経費により継続した出展に努めること。 

③ 本事業の採択を受けた展示会出展に際して、コーディネーター等によるリ

ード獲得等、取引拡大に向けたマッチング支援を実施します。 
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補助の 

内 容 

米国企業等との取引創出を図るため、米国で開催される医療機器関連分野の展

示会への出展に対する補助 

補助の 

対 象 

次の要件を全て満たすこと。 

① 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を備えていること。 

② 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力及び管理能力を有すること。 

③ 法令等若しくは公序良俗に反していない又は反する恐れがないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に係る更生手続きの申し立てや

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に係る再生手続き開始の申し立

てがなされていないこと。 

⑤ 山梨県内に本店、製造拠点若しくは研究開発拠点を有する中小企業者（中

小企業法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者）又

はそれ以外の企業であって、医療機器関連の事業を行っていること。 

補助対象

経費 

① 出展費、小間（ブース）代 

② 小間装飾費、工事費 

③ 広報資材費 

④ 輸送費 

⑤ 通訳料 

⑥ その他経費（知事が特に必要と認める経費） 

補 助 

上限額 
２００万円 

補助率 補助対象経費の１／２以内 
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補助の 

内 容 

米国食品医薬品局への医療機器の認証取得・登録又は製造所の登録に関する手

続きに対する補助 

補助の 

対 象 

次の要件を全て満たすこと。 

① 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を備えていること。 

② 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力及び管理能力を有すること。 

③ 法令等若しくは公序良俗に反していない又は反する恐れがないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に係る更生手続きの申し立てや

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に係る再生手続き開始の申し立

てがなされていないこと。 

⑤ 山梨県内に本店、製造拠点若しくは研究開発拠点を有する中小企業者（中

小企業法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者）又

はそれ以外の企業であって、医療機器関連の事業を行っていること。 

補助対象

経費 

① 申請料、審査料、認証料 

② 製品登録料、施設登録料 

③ 委託費 

④ その他経費（知事が特に必要と認める経費） 

補 助 

上限額 
２００万円 

補助率 補助対象経費の１／２以内 
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補助の 

内 容 

米国展開に関する知的財産取得や契約締結等に関する相談を弁護士に対して

行うことに対する補助 

補助の 

対 象 

次の要件を全て満たすこと。 

① 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を備えていること。 

② 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力及び管理能力を有すること。 

③ 法令等若しくは公序良俗に反していない又は反する恐れがないこと。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に係る更生手続きの申し立てや

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に係る再生手続き開始の申し立

てがなされていないこと。 

⑤ 山梨県内に本店、製造拠点若しくは研究開発拠点を有する中小企業者（中

小企業法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者）又

はそれ以外の企業であって、医療機器関連の事業を行っていること。 

補助対象

経費 
① 報償費（常時契約関係にある顧問弁護士に対する経費は含めない） 

補 助 

上限額 
２００万円 

補助率 補助対象経費の１／２以内 

 

 

３．補助対象経費 

項   目 経 費 の 内 容 

出展費、小間ブース

代 

展示会への出展、小間ブース代に要する経費 

※渡航費は含まない 

小間装飾費、工事費 展示ブースの装飾品レンタル・購入、工事に要する経費 

展示用モデル機作

成費 

展示会の展示物（モデル機）を新たに制作するために要する経費 

※人件費は含まない 

広報資材費 展示会で使用するパンフレット又はリーフレットの作成に要する経費（翻訳

に要する経費を含む） 

輸送費 展示会の展示物又はパンフレット等の輸送に要する経費 

通訳料 展示会の通訳者の手配に要する経費 

申請料、審査料、認

証料 

米国食品医薬品局から医療機器の認証を取得するために要する経費 

製品登録料、施設登

録料 

米国食品医薬品局に医療機器や製造所を登録するために要する経費 

委託費 米国食品医薬品局への申請等をコンサルタント会社に委託して実施するた

めに要する経費 

報償費 弁護士への報酬 

その他経費（知事が

特に必要と認める

経費） 

使用することが事業目的達成のために欠かせないもので、知事が特に必要と

認める経費 

 

４．補助事業期間 

○（法律相談事業以外）交付決定日から交付決定日の属する日の翌年度末まで 

○（法律相談事業）交付決定日から交付決定日の属する日の年度末まで 

 

 



５．補助金交付申請書の関係書類 

○補助金交付申請書に次の書類を添付してください 

① 事業計画書（様式第１号の別紙１） 

② 収支予算書（様式第１号の別紙２） 

③ 直近２期分の貸借対照表及び損益計算書（販売費及び一般管理費明細書、製造原価明細書も

含む。個人の場合にあっては直近２期分の確定申告書（第一表、第二表、収支内訳書（１・

２面）又は所得税青色申告決算書（１～４面）） 

④ 商業登記簿謄本履歴全部事項証明書（個人の場合にあっては不要） 

⑤ 会社定款（個人の場合にあっては開業届）の写し 

⑥ 暴力団等でないことを誓約する書類（様式第１号の別紙３） 

⑦ 会社案内など会社概要がわかるもの 

⑧ 展示会出展製品・技術の内容又は米国食品医薬品局に申請・登録を行う内容が分かるもの 

⑨ 積算金額の根拠書類（見積書、価格表等） 

 

６．実績報告書の関係書類 

○実績報告書に次の書類を添付してください 

① 補助事業報告書（様式第７号の別紙１） 

② 収支決算書（様式第７号の別紙２） 

③ 補助金振込先口座（様式第７号の別紙３） 

④ 収支を証する書類 

⑤ その他事業を実施したことを証明するもの（成果品、補助事業実施状況の写真等） 

 

５．補助金の支払い 

〇補助事業終了後（検査終了後）の精算払いとなります。 

〇実績報告書を提出後、支出証拠書類等を検査し、補助金額の確定を行います。 

 

 

６．留意事項 

（１）補助対象とできない経費 

○交付決定日以前に申込み、発注、購入、契約等を行ったものに係る経費 

○補助対象期間内に支払が完了しなかったものに係る経費 

○補助事業の用途以外に使用したものに係る経費 

○補助対象経費にかかる国内の消費税及び地方消費税 

○金融機関への振込手数料及び代引手数料等 

 

（２）補助対象となる経費 

○支払いをしたことが分かる証拠書類が保管されていること。  

○委託や外注を行う場合は、委託内容や外注内容、金額等が明記された契約書又は請書を作成する

ほか、仕様書、発注図面及び状況の分かる写真又は委託先や外注先が作成した成果図面等を整備・

保管し、委託、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属すること。  

○補助事業に関する書類は、補助事業以外の書類と区分し、見積書、発注書、納品書、請求書、支

払いの証拠書類といった順に、取引の流れに添って保管していること。 

○上記に加え、補助対象経費ごとに必要書類を添付すること。 

① 出展費、小間ブース代 

出展費の記載がある書類、出展の様子が分かる写真（出展ブースの全貌、出展製品等を写した 

写真等）、展示会のパンフレット（出展ブースの位置が分かる書類） 



② 小間装飾費、工事費 

レンタル・購入した装飾品の内容、単価、数量が確認できる書類 

③ 展示用モデル機作成費 

部材・部品の内容、数量、単価が分かる書類、その他作成に要した経費が証明できる書類、写 

真（使用した部材・部品、作成の様子、展示会で展示されていることが分かるもの） 

④ 広報資材費 

作成した資材、展示会で配布していることが分かる写真 

⑤ 輸送費 

輸送品の内容が確認できる書類、写真 

⑥ 通訳料 

通訳実施報告書（通訳者の名前・所属・サイン（署名）、通訳を行った時間・業務の内容の記 

載があるもの）、通訳者が通訳を行っている場面の写真 

（３）実績報告 

○補助事業者は、補助事業が完了した日若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日から起

算して１箇月を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度４月１０日のいずれ

か早い期日までに実績報告書を提出してください。 

○補助事業に係る証拠書類写（見積書・注文書・請書・納品書・請求書・領収書等）を実績報告時

にご提出いただきます。 

 

（４）補助事業終了後の義務 

○補助事業関連書類（経理書類含む）は、交付年度終了後５年間保存していただきます。 

○補助事業者が、補助金交付要綱等に違反する行為をした場合には、補助金の交付決定取消・返還

命令・加算金の付加等を行うことがあります。 

 

（５）その他 

○外貨で支払いを行った場合は、市向送金計算書等の円換算額若しくは代金支払日のレートにより、

実績額を計算します。 

○交付決定時や事業終了時等に補助事業者の名称、事業計画の名称及び概要、事業の実績等につい

て、県のホームページ等で公表することがあります。また、事業内容及び成果について、県が作

成する各種発行物等への記事掲載や行事の場での展示、会議等における報告等への協力を求める

ことがあります。 


